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評価書の要旨（１／２）

1

テーマ名 地震津波災害時における 

水路に関する情報提供の充実 

担当課 

（担当課長名） 

海上保安庁海洋情報部企画課長 

（髙坂 久夫） 

評価の目的、 

必要性 

【目的】 

地震津波災害時の対応において、国民経済・生活を支える重要インフラ等の機能維持に必要な全国の主要港湾あるいは被災地への

緊急海上輸送上必要な港湾の緊急海上輸送ルートの早期確保及び迅速な海図整備に係る取組みと、津波災害時に多発する航路障害

物（漂流物等）に関する情報などの効果的な提供について、その実効性などの検証を目的とする 

【必要性】 

発災時における港湾の暫定供用開始には、港湾管理者や水深調査実施者など、海上保安庁内外の幅広い者が関与することから、早

期の緊急海上輸送ルート確保や安全な航海に不可欠な海図の迅速な整備に資するため、また、海上保安庁が船舶交通の安全のために

提供している情報について、津波災害時に多発する、航路障害物の情報などの効果的な提供にも資するよう充実を図るためには、本

テーマに関する課題深掘りによる総合的な検証が必要 

評価対象 （１）緊急海上輸送ルートの早期確保及び迅速な海図整備のための取組 

（２）船舶交通の安全のための情報提供の充実 

政策の目的 中央防災会議「南海トラフ地震防災対策基本計画」及び国土強靭化推進本部「国土強靭化アクションプラン」（2016～）を踏まえ

た地震津波災害時における水路に関する情報提供の充実を図る 

評価の視点 （１）緊急海上輸送ルートの早期確保及び迅速な海図整備のための取組 

早期の緊急海上輸送ルートの確保及び本格的な海上輸送に向けた迅速な海図整備における実効性 

（２） 船舶交通の安全のための情報提供の充実 

通常時に船舶交通の安全のために提供している情報について、津波災害時に多発する航路障害物に関する情報などの効果的な提

供における充実度や利便性 

評価手法 （１）緊急海上輸送ルートの早期確保及び迅速な海図整備のための取組 

実施中の施策の進捗状況、ユーザーからの聞き取り結果などをもとに行う 

（２） 船舶交通の安全のための情報提供の充実 

ユーザーからの聞き取り結果などをもとに行う 
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評価書の要旨（２／２）

2

評価結果  

政策への 

反映の方向 

評価結果を踏まえ、施策実現のための課題及び今度の方向性を整理 

第三者の 

知見の活用 

国土交通省政策評価会における本テーマに対する意見及び個別指導の際の助言を活用する 

実施時期 令和元年度 
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評価書の目次構成案

序 章 評価の概要
１．評価の目的、必要性
２．対象政策
３．評価の視点
４．評価手法
５．第三者の知見の活用

第１章 海上保安庁の業務

第２章 施策の概要及び現況
１．緊急海上輸送ルートの早期確保及び迅速な海図整備のための取組
（１）現状の課題
（２）施策の概要及び取組状況

２．船舶交通の安全のための情報提供の充実
（１）課題
（２）施策の概要及び取組状況

第３章 評価
１．緊急海上輸送ルートの早期確保及び迅速な海図整備のための取組
（１）調査作業マニュアルの整備
（２）GPS衛生を用いた測量による基礎情報の整備

２．船舶交通の安全のための情報提供の充実

第４章 課題と今後の方向性
１．緊急海上輸送ルートの早期確保及び迅速な海図整備のための取組
２．船舶交通の安全のための情報提供の充実

3
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評価書のポイント 序章 評価の概要

評価の目的・必要性

対象政策

評価の視点

評価手法

第三者の知見の活用

4

【目的】地震津波災害時の対応において、国民経済・生活を支える重要インフラ等の機能維持に必要な全国の主要港湾あるいは

被災地への緊急海上輸送上必要な港湾の緊急海上輸送ルートの早期確保及び迅速な海図整備に係る取組と、津波災害時に

多発する航路障害物（漂流物等）に関する情報などの効果的な提供について、その実効性などの検証を目的とする

【必要性】発災時における港湾の暫定供用開始には港湾管理者や水深調査実施者など海上保安庁内外の幅広い者が関与すること

から、早期の緊急海上輸送ルート確保や安全な航海に不可欠な海図の迅速な整備に資するため、また、海上保安庁が船舶交

通の安全のために提供している情報について、津波災害時に多発する航路障害物の情報などの効果的な提供にも資するよう

充実を図るためには、本テーマに関する課題深掘りによる総合的な検証が必要

１．早期の緊急海上輸送ルートの確保及び本格的な海上輸送に向けた迅速な海図整備における実効性

２．通常時に船舶交通の安全のために提供している情報について、津波災害時に多発する航路障害物に関する情報などの効果

的な提供における充実度や利便性

１．緊急海上輸送ルートの早期確保及び迅速な海図整備のための取組
２．船舶交通の安全のための情報提供の充実

国土交通省政策評価会における本テーマに対する意見及び個別指導の際の助言を活用する

１．実施中の施策の進捗状況、ユーザーからの聞き取り結果などをもとに行う

２．ユーザーからの聞き取り結果などをもとに行う
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●尖閣諸島、竹島、北方四島
周辺海域における監視・警戒
●海洋権益の保全
●不審船・工作船への対応

領海警備を行う巡視船

●海難への即応体制の確保
●救助活動
●海難情報の収集・分析

海難救助

捜査員による証拠物の確認作業

危険物積載船舶の火災事故に
対応する巡視艇

●大規模な油・有害危険物質の
排出事故災害対策
●地震津波等の自然災害対策

危険物積載船舶の火災事故に
対応する巡視艇

海上防災

海洋調査
●海図の作成
●海底地形調査、地震火山調査、
海流観測等
●海洋情報の提供
●海洋権益の確保 海底地形図

●港内・ふくそう海域 (東京湾
等)等の安全対策
●航路標識(灯台、電波標識等)
の管理
●航行警報等の迅速な提供 海上交通センター

漂着ごみ調査による啓発活動の様子

●海洋環境保全のための
指導・啓発活動
●海上環境事犯の摘発

●関係国との連携協力
●諸外国への能力向上支援
●国際機関との協調

吊り上げ救助

近隣諸国との連携協力
（アジア海上保安機関長官級会合）

●テロ対策・原発警備
●海賊対策
●海上紛争の警備
●海事関係法令・漁業関係法令取締
●密輸・密航対策
●外国漁船違法操業対策

治安の確保

領海警備

海上交通の安全確保

海洋環境の保全

国際連携協力

捜査員による証拠物の確認作業

第１章 海上保安庁の業務 ①海上保安庁の主な業務

5
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１．海上保安庁の業務 ②海上保安庁の組織

総務部
総合調整、人事、予算、福利厚生等

装備技術部
船舶、航空機の建造・維持、施設・物品の管理等

警備救難部
領海警備、治安の確保、海難救助、海上防災等

海洋情報部
海洋調査等
・海図の作成
・航行警報等の迅速な提供
・地震津波等の自然災害対策

交通部
海上交通の安全確保等
・船舶交通の安全のための情報提供

海上保安庁長官

管区海上保安本部（11箇所）

次 長

海上保安監

海上交通センター

潜水調査機器を使用した
海底地形調査

吊り上げ救助を行う
機動救難士

漁船へ強行接舷する巡視艇

警備救難業務以外にも海洋情報業務・交通業務も担当

6

【所有測量船】
・大型測量船（本庁） ５隻
・小型測量船（管区） ７隻

大型測量船

小型測量船
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■船舶の安全な航海に不可欠な航海安全のための主題図

・国際基準に準拠した測量による成果を採用

・航海に必要な情報（水深など）のみを記載

・国際基準に基づき図化

・船舶には備置義務がある（国際条約、国内法令）

１．海上保安庁の業務 ③海図について

■以下の国際条約による責務は海上保安庁が担っている

・航海用刊行物（海図など）の刊行や更新

・安全航行の要求に足る水路調査の確実な実行

・航海用刊行物の国際的な画一性の確保

現場作業（測量）から海図作製までの流れ

（海上保安庁を含む測量実施機関） （海上保安庁）

海図海図編集測量審査資料整理現場作業（測量）

＜海上保安庁が定める基準（国際基準準拠）に基づき実施＞

測量成果

781図
（令和元年9月末現在）

7
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１．海上保安庁の業務 ④海図で使用している情報の高さの基準の定義

（潮が最も満ちたとき）
最高水面

最低水面
（潮が最も引いたとき）

記載水深

航海用海図

潮が引いた時に通

航すると・・・

座礁事故に！

平均水面

標
高

高さ

水
深

岸線

基本水準標

基本水準標からの
高さで表示

験潮器

各水面の高さの算出には、験潮器を設置し、
1ヶ月以上の潮汐観測が必要（国際基準）

最低水面は、陸上の基本水準標（目印）
からの高さで表示

高さは港ごとに決定（全国731箇所）

もしも航海用海図記載の水深の基準が最高水面だったら!?

山

島

・

洗
岩

干
出
岩

暗
岩

8
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ＳＯＬＡＳ条約 （１９７４年海上における人命の安全のための国際条約） 付属書第Ⅴ章

１．海上保安庁の業務 ⑤海図等に係る国際条約の規定と国際基準

第１９規則 航海装置及び航海機器の搭載要件
２ 航海装置及び航海機器
2.1その大きさに問わずすべての船舶は、次のものを備える。

.4意図された航海を計画及び表示するため、並びに航海の位置を図示及び監視するための
海図及び航海用刊行物

第２７規則 海図及び航海用刊行物

海図及び航海用刊行物（水路誌、灯台表、水路通報、潮汐表、その他予定された航海に必要な航海用刊行
物など）は、適当なものであり、かつ、最新のものとする。

第９規則 水路業務

１ 締約政府は、水路データの収集及び編集並びに安全航行に必要な全ての航海情報の刊行、公表及び
更新を行うことを約束する。

３ 締約政府は、海図及び航海用刊行物における最大限の画一性を確保すること並びに実行可能な限り
関連する国際決議及び勧告＊を考慮することを約束する。
（＊国際水路機関が採択した適切な決議及び勧告を参照すること。）

国
の
義
務

船
舶
の
義
務

第４規則 航行警報

各締約政府は、信頼できる情報源から危険通報を受けた場合には、直ちにこれを関係者に通知し、他の
関係する政府に伝えるために、あらゆる必要な措置を講ずること。
（＊IMO/IHO世界的航行警報情報サービスに関する指針を参照すること）

国際航海に従事する船舶が、航海に必要な水路情報を世界共通の基準で利用することで、航海安全が担保で
きるように、航行警報、海図、水路誌等については、国際条約による規定や国際機関による基準が存在

国際水路機関（ＩＨＯ）の基準（一部）

【海図（水路通報を含む）】 IHO S-4 ：国際海図のためのIHO規則及びIHO海図仕様
IHO S-53：海上安全情報に関するIMO/IHO/WMO合同マニュアル【航行警報】

9
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１．海上保安庁の業務 ⑥国際水路機関 - International Hydrographic Organization(IHO) -

・海上保安庁からも様々な委員会に積極的に参加し、技術基準策定等に貢献

海図及び航海用刊行物を改善することで、全世界の航海の効率性及び安全性を目指す政府間条約機関

10

1921年に「国際水路局」として設立

1970年に発効した「国際水路機関条約」
に基づく、国際機関

我が国は設立当初から加盟

事務局はモナコ公国に所在

IHO加盟国（緑色部分） 2019年10月現在：93ヶ国

世界経済を支える海運の安全のためには、正確な海図が不可欠です。世界の海はつながっているため、
国際的に統一された基準で、水深などの測量を行い、海図を作成する必要があります。国際水路機関はこ

の国際基準の作成や海図の品質向上に関する重要な役割を果たしています。

IHOの目的： 海図等の水路図誌の統一により、
航海を一層容易かつ安全にすること

○水路測量の実施に関する基準 ○海図に記載する内容の基準
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実施主体実施主体

平成23年の東日本大震災の経験を踏まえ港湾局の作業要領「非常災害時における
航路啓開作業要領」（H26.3）を策定。
これに基づき、各地方において関係機関が連携し対応

時間目標時間目標

各地方湾等で優先順位及び啓開目標時間を策定。
（例：東京湾）津波注意報解除後24時間以内に川崎港に湾外からの緊急物資輸送船の受け入れを目指す

発災
24時間 48時間 72時間 1週間

体制構築

現地確
認・点検

啓開優先順位の
協議・決定

航路啓開の継続実施

緊急物資輸送船入港

津波警報・
注意報解除

航路啓開のスケジュール感

被害情
報収集

１．海上保安庁の業務 ⑦航路啓開作業の概要

航路啓開の実施（実作業段階）

伊勢湾港湾機能継続計画（伊勢湾ＢＣＰ）等を参考に作成
東京湾航行支援協議会「東京湾航行支援に係る

震後行動計画」より抜粋

東京湾 発災後24時間以内航路啓開ルート

（東京湾等の主要湾・地域では広域連携協議会にて対応）

11
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12伊勢湾港湾機能継続計画（伊勢湾ＢＣＰ）より抜粋

１．海上保安庁の業務 ⑧航路啓開に関する連携体制（例：伊勢湾）

災害協定を結んだ民間団体を中心に航路啓開の実作業を実施 103



６. 暫定供用開始宣言・入港禁止解除６. 暫定供用開始宣言・入港禁止解除

４. 事後測量（水深再調査）４. 事後測量（水深再調査）

1. 浮遊物の揚収1. 浮遊物の揚収

５. 調査結果の審査

東日本大震災時の例

海保も協力海保も協力

３. 異常点（障害物）揚収３. 異常点（障害物）揚収

２. 事前測量（水深調査）２. 事前測量（水深調査）

海保も協力海保も協力

海保主体海保主体

１．海上保安庁の業務 ⑨航路啓開の実作業手順

（実施者）
港湾管理者・事業者等

（実施者）
港湾管理者・事業者・海保等

（実施者）
港湾管理者・事業者等

（実施者）
港湾管理者・事業者・海保等

（実施者）海保

（実施者）海保・地方整備局・港湾管理者 13
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６. 暫定供用開始宣言６. 暫定供用開始宣言 プレス発表等
（水路通報・航行警報含）

航海者が所有してい
る海図に航行制限な
どの情報を記載

１．海上保安庁の業務 ⑩暫定供用宣言の流れ

５. 調査結果の審査

海上保安庁は、水深調査の結果を審査し、審査結果を提示
海保・地方整備局・港湾管理者により航行制限などの条件を協議

海保・地方整備局・

港湾管理者で協議

【制限事項（例）】
入港可能船舶の喫水が、次の条件を満たす場合入港可能
・安全確認水深１０ｍまでの船舶
・喫水が、各使用可能岸壁ごとに定めた安全確認水深を超えない船舶

なお、通航航路は○○航路のみとし、原則として日中の航行のみ

※暫定供用開始エリア以外の海図記載情報は、安全航行の要求に足る情報とは言いがたく、暫定供用開始エリアの情報も、
国際基準に準拠した調査成果ではなく、精度が低いため、迅速な海図整備が不可欠 14
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１．海上保安庁の業務 ⑪平時・発災時・本復旧時における海図等の整備について

整備理由 情報入手

水深調査
審
査
最終成果

発注者 実施者
最低水面
の目印

調査
精度

平
時

掘下げなど港
湾施設整備、
浅所発見など

港湾管理
者、一般
船舶、海
保など

地方整備局
港湾管理者

地方整備局
事業者
海保

既定の基
本水準標
等

国際
基準

厳
密
海図

発
災
時

緊急物資輸送
船の迅速な入
港

地方整備局

地方整備局
事業者
海保
自衛隊

仮定
緩和
基準

簡
便
暫定供与
開始宣言

本
復
旧
時

本復旧のため
の現況反映

地方整備局
港湾管理者

地方整備局
事業者
海保

復旧させ
た標

国際
基準

厳
密
海図

15
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１．海上保安庁の業務 ⑫船舶交通の安全のための情報の提供業務の概要

船舶交通の安全のために、海図及び受信設備を備えた船舶などを対象に、情報提供しており、国際条約に基
づく発出の責務は海上保安庁が担っている。また、海難防止のために、主に沿岸域で活動する方々を対象に、
海の安全に関する情報をウェブサイトなどで提供している。

情報提供について

水路通報及び航行警報提供区域水路通報及び航行警報提供区域

ＮＡＶＡＲＥＡ航行警報
（文字情報）

日本航行警報
（無線・ＦＡＸ）

距岸 約300海里（約550km）

ＮＡＶＴＥＸ
航行警報
（文字情報）

地域航行警報
（音声）

航行警報

インマルサット衛星

水路通報

海域火山活動航路標識の異常

射撃訓練

漂流物
座礁船（沈船）

水深変化

航路標識
変更

障害物存在

緊急に通報を必要とする情報

海図など航海用刊行物を最新のものに維持するために必要な情報 船舶所有者や運航事業
者などの海図利用者

水路通報の海図更新情報を元に、所有し
ている海図を手書きや補正図と呼ばれる図
の貼付により更新し、最新のものとする

補正図

改正指示

海上保安庁

印刷物や
インターネット
で提供

※船舶には法令により聴守義務がある

※船長には法令により水路通報の収集、海図は最新のものとする義務がある

海の安全情報

※提供する情報は海上保安庁が自ら収集した情報のほか、関係機関や民間船舶からの情報

16
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第２章 施策の概要及び現況 １緊急海上輸送ルートの早期確保及び迅速な海図整備のための取組
（１）現状の課題（平成23年東日本大震災における対応）

• 東北地方を中心に多くの港湾が被災、コンテナ等の流出や地盤変動などにより港湾及び海
図が使用不可能な状態に

• 緊急海上輸送ルートを早期に確保するため、関係機関が連携し、主要港湾の航路等の測量
及び異物撤去（航路啓開）、緊急物資輸送のために航行制限を示した図の作成等を実施

• 海上保安庁は本庁所属の大型測量船を集中的に投入し、航路等の測量や航行制限を示した
図の作成等を関係機関と連携し実施

• 暫定供用開始後には、国際基準に準拠した測量を実施し海図を最新の状態にした

海上保安庁が調査を実施した港

（日付は暫定供用開始日）

緊急物資輸送のために航行制限を示した図（八戸）緊急物資輸送のために航行制限を示した図（八戸）

緊急水深調査を実施する

海上保安庁測量船搭載艇

調査により発見した沈没船 （東日本大震災：15図作成） 17
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２．施策の概要及び現況 １-（１）現状の課題（平成23年東日本大震災における問題点）

船舶が港湾に安全に入港するためには、海図を早期に最新の状態とする必要があったが、
地盤変動などに伴い最低水面の再決定が必要となり、そのための潮汐観測だけで約１ヶ月
を要すなど、緊急海上輸送ルートの早期確保及び迅速な海図整備が困難であった

（
実
施
者
）



಼

浮遊物

の揚収

水深

調査

障害

物揚

収

水深

再調

査

調査

結果

審査

港湾管理者・

調査業者等

港湾管理者・
調査業者・
海保等

港湾管理者・

調査業者等

海保

水路
測量

本

復

旧

暫
定
供
用
開
始
宣
言

海保・
地方整備局・
港湾管理者

港湾管理者・
調査業者・
海保等

関係機

関で協

議

中央防災会議の方針に基づき

72時間以内に緊急海上輸送ルートを確保

東日本大震災における対応

岸壁崩壊により最低水面の高さを示す「目印」が崩壊
「目印」を再建し、最低水面決定のための潮汐観
測（３２日以上必要）を実施

（参考）東日本大震災では最大82cm（釜石）地盤が変動

東日本大震災における対応

緊急時の調査手法について未検討 → 調査実施者各自の判断で緊急調査を実施

→ 安全性に問題のある調査が実施され、再調査を実施するなど手戻りが発生 → 暫定供用開始まで1週間以上

応急復旧段階応急復旧段階 本復旧段階本復旧段階青枠部分は海上保安庁が関係する作業

最低水面決
定のための
潮汐観測

18

問題点①

問題点②

海保・
調査業者等

海保・
調査業者等
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಼

実施施策

海上保安庁海洋情報部において、発災時に調査実施者が行うべき緊急的調査の作業内容・提出

資料等を定めた「暫定水深調査マニュアル」（本庁版）を作成。（平成30年12月）

⇒東日本大震災時に課題となった再調査などの手戻りを解消

①発災時に行うべき緊急的調査のマニュアル化

今後各地方版を作成し、それぞれ普及に努める。

（記載項目）

• 使用する最低水面
• 使用する調査機器
• 調査における注意点
• 提出する書類 等

浮遊物

の揚収

水深

調査

障害

物揚

収

水深

再調

査

調査

結果

審査

港湾管理者・

調査業者等

港湾管理者・
調査業者・
海保等

港湾管理者・

調査業者等

海保

２．施策の概要及び現況 １-（２）施策の概要及び取組状況

水路
測量

最低水面決
定のための
潮汐観測

本

復

旧

本復旧段階本復旧段階

暫
定
供
用
開
始
宣
言海保・

地方整備局・
港湾管理者

港湾管理者・
調査業者・
海保等

72時間以内に緊急物資輸
送船の入港を可能にする

関係機

関で協

議

応急復旧段階応急復旧段階

19

暫定水深調査マニュアル

関係機関による迅速な調査に資するため、国際基準に

準拠し海保が定めた基準を緩和し、暫定調査に特化し

た基準を策定。

海保・
調査業者等

海保・
調査業者等
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②GPS衛星を用いた測量による基礎情報の整備・管理

東日本大震災における対応

岸壁崩壊により最低水面の高さを示す「目印（標）」が崩壊

「目印」を再建し、最低水面決定のための潮汐観測（32日以上必要）を実施

大規模な地盤変動が起こっ

た場合でも変わることがない、

地球楕円体からの高さを事前

に調査

災害時

※地球楕円体とは？
GPS衛星などを用いた位置や高さの算出に使用

する地球の中心を基準として定義された仮想の球面

地球楕円体

(※)
災害時、最低水面決定のた

めの潮汐観測が不要に！

実施施策
本年3月に主要港湾等131箇所の
地球楕円体からの高さを公表（●）
→ 今後も主要港湾について

引き続き調査を実施（●）

最低水面公表箇所
（731箇所）

２．施策の概要及び現況 １-（２）施策の概要及び取組状況

【予算：巨大地震に対する最低水面の整備に係る経費】
H30d：4.3百万円、R1d：3.5百万円

【国土強靭化基本計画（H26.6.3 閣議決定）に基づく施策の評価】
◎主要港湾におけるGPS衛星を用いた最低水面の調査

（目標） 2016～2021dで240箇所（毎年40箇所）
（2018d現在） 120箇所

水路
測量

最低水面決定
のための潮汐
観測

本

復

旧

暫
定
供
用
開
始
宣
言

本復旧段階本復旧段階

20

海保・
調査業者等

海保・
調査業者等
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２．施策の概要及び現況 ２船舶交通の安全のための情報提供の充実
（１）課題 （平成23年東日本大震災における対応）

船舶交通の安全を確保するため、水深減少や漂流物の存在等の航行警報等を多数発出して
きたが、これらの位置情報は緯度経度値のみのため、利用者にとって分かりづらいもので
あった。

水路通報水路通報

航行警報は声や文字の情報であり、発出されている多

数の航行警報の中から必要な情報だけの選別に苦慮

東日本大震災における対応

平常時と違い、水深減少や漂流物の存在

など短期間で多数の航行警報を発出

航行警報航行警報

当時試行した視覚的な情報提供が大好評当時試行した視覚的な情報提供が大好評
21
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２．施策の概要及び現況 ２-（２）施策の概要及び取組状況

水深減少や漂流物等の情報がユーザーに一目で分かるようビジュアル（視覚）化

平成26年６月～（ビジュアル化） 平成３０年１１月～東日本大震災当時

声や文字などによる情報だった・・ 視覚化した情報も提供開始（世界初!!） スマホ向けの提供も開始

海の安全情報は情報提供手段の多様化の一環として、Ｌアラートへの配信等を開始

水路通報及び航行警報等

令和元年６月～

※Lアラートとは？
災害等における迅速かつ効率的な情報伝達のため災害情

報等を多様なメディアに一斉配信する共通基盤システム。

平成１４年２月

ウェブサイトによる気

象情報のみだった・・

平成2３年７月～

メールによる気象情報

を提供開始

平成２８年８月～

竜巻注意情報、雷注意

報を提供開始
Ｌアラートへの配信等

を開始

22
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23

主に以下の２項目の取組により、全国の主要港湾あるいは被災地への緊急物資輸送に必
要な港湾への暫定的及び本格的な安全な海上輸送ルートの迅速な確保にどの程度貢献した
のかという観点から評価する

１．緊急海上輸送ルートの早期確保及び迅速な海図整備のための取組
①調査作業マニュアルの整備

調査作業マニュアルの整備状況やユーザーとなる調査業者等からの聞き取り結果
のマニュアルへの反映状況、国際会議での反応などをもとに施策の評価を記載する
【取組概要】

民間海洋調査事業者から聞き取り調査を実施（H31.1）し、指摘に基づきマニュアルを改訂
②GPS衛星を用いた測量による基礎情報の整備

同情報の整備状況などをもとに施策の評価を記載する
【取組概要】

港湾BCPが策定されている115港湾については令和2年度までに調査終了

２．船舶交通の安全のための情報提供の充実
ユーザーとなる船舶運航者等からの聞き取り結果や国際会議での反応などをもとに

施策の評価を記載する
【取組概要】

・船舶運航者等からの聞取り調査（H30.11、H31.1）などを実施し、指摘も踏まえた取組を実施
・国際会議において取組を紹介（H29.5、H30.8）

第３章 評価 及び 第４章 課題と今後の方向性

第３章 評価

評価結果等を踏まえ、施策実現のための課題及び今後の方向性を整理する

第４章 課題と今後の方向性 114



政策評価会委員の主なご意見と対応方針

番号 委員のご意見 対応方針

①
海上保安庁が実施している海図作成業
務などについて、一般国民にも解りや
すく丁寧に説明すべき

評価書には冒頭（第１章）で業
務内容及び関係施策などについ
て記載する

②
航路啓開における関係機関の関係及び
作業内容について明確化すべき

関係性などを評価書に記載する

③
発災時の安全情報の提供について、情
報の受取手を明確化して評価すべき

情報が必要な者を絞り込んで評
価書において整理する

④

調査作業マニュアルの内容を丁寧に説
明した上で、作成・普及状況について、
進捗状況を踏まえ、評価・課題を整理
すべき

進捗状況を整理した上で、評価
及び課題を整理する

24
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